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郡市区等医師会 御中 

医

大 阪 府 医 師 会 

         (公印省略) 

 

大阪府医療機関等物価高騰対策一時支援金事業の実施について 

（申請受付開始は 8/21を予定／詳細は改めて周知） 

 

 平素は本会事業の推進に対し、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、大阪府より標記通知が発出されましたので情報提供いたします。 

 同通知は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、昨年度に引き続き、エネ

ルギー・食料品価格等の高騰の影響を受けている医療機関等の負担軽減を図り、安定的な事業継続の

支援を目的とする大阪府医療機関等物価高騰対策一時支援金事業を実施する旨、知らせるものです。 

 申請受付開始は、本年８月２１日（月）を予定しており、申請方法や手続き等の詳細につきまして

は、改めてご案内申し上げます。 

 貴会におかれましてはご了知の上、会員医療機関へのご周知をお願い申し上げます。 

 

記 

  ●申請受付期間：令和５年８月２１日（月）から令和５年１０月２０日（金） 

  ●支給要件：令和５年８月１日現在において支給対象施設として運営していること 

        申請日時点において、廃止・休止の予定がないこと 

  ●支給額： 

    

 

 

 

●大阪府ホームページ 

 https://www.pref.osaka.lg.jp/hokeniryokikaku/subvention/index.html 

 

●問い合わせ先 

 大阪府健康医療部保健医療室保健医療企画課 医事グループ 

（直通）06-6944-9170 
 

 

 

施設区分 支給額 

病院、２床以上の有床診療所 １５，０００円×許可病床数 

上記以外 ３０，０００円 

≪担当事務局≫ 

 大阪府医師会地域医療1課（06-6763-7012） 

https://www.pref.osaka.lg.jp/hokeniryokikaku/subvention/index.html

